
東部大阪都市計画地区計画の決定（枚方市決定） 

 

都市計画村野駅西地区地区計画を次のように決定する 

 

１．地区計画の方針 

名 称 村野駅西地区地区計画 

位 置 枚方市村野西町、星丘一丁目地内 

面 積 約１９．９ha 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の

目標 

本地区は枚方市の中南部に位置し、枚方市都市計画マスタープランに

おいて周辺エリアにおける生活利便の向上を図る生活拠点として位置付

けた京阪村野駅に面する交通利便性の高い地区である。 

本地区計画では、市街化区域編入に伴う土地区画整理事業による都市

基盤の整備にあわせて、周辺環境や景観との調和を図りながら、安全安心

かつ良好な居住環境を有するみどり豊かで駅前にふさわしい市街地の形

成を目標とする。 

土地利用の

方針 

（駅前地区） 

 鉄道駅に面した立地条件を生かし、生活利便施設及び中層住宅の立地

誘導を図る。 

（教育・運動施設地区） 

 運動施設として大学グラウンドの立地誘導を図る。 

（住宅地区１・２） 

 鉄道駅周辺の立地条件を生かし、戸建て住宅を中心としたみどり豊か

でゆとりのある居住環境の創出と既存の住環境の維持保全による良好な

市街地の形成を図る。 

（公共施設地区） 

大阪府立むらの高等支援学校、大阪府立枚方支援学校及び枚方市立サ

プリ村野を配置する。 

地区施設の

整備の方針 

（道路） 

効率的な土地利用、円滑な交通処理及び災害時の避難機能を確保する

ため、区画道路を整備する。また、京阪村野駅、国道 168 号及び府道枚方

大和郡山線を繋ぐ主要ネットワークには歩道を整備し、歩行者の利便性

と回遊性の向上を図る。 

（公園・緑地） 

住民の憩いや交流の場、防災機能の向上を図るため、整備済みの村野西

町公園とあわせて、京阪村野駅前に公園を配置する。 

枚方市立サプリ村野グラウンド内に運動広場として緑地を配置する。 

（雨水貯留浸透施設） 

浸水被害軽減を図る雨水貯留浸透施設として、地区施設（緑地）内に地

下式構造により雨水貯留施設を整備する。 

建築物等の

整備の方針 

京阪村野駅前にふさわしい良好な市街地環境及び景観を形成するた

め、用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、居室の床

面の高さ、形態又は意匠、緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限

を定める。 

 



２．地区整備計画 

地
区
整
備
計
画 

地区施設 

の配置 

及び規模 

道 路 区画道路①（幅員約１０．５ｍ、延長約１３０ｍ） 区画道路②（幅員約９．５ｍ、延長約５９０ｍ） 区画道路③（幅員約６．９ｍ、延長約１１０ｍ） 

公 園 公園①（約４，１６０㎡） 公園②（約１，０８０㎡） 

緑 地 運動広場（約５，８５０㎡） 

雨 水 貯 留 浸 透 施 設 雨水貯留施設（貯留量約５，７２０㎥） 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 

地区の名称 駅前地区 教育・運動施設地区 住宅地区１ 住宅地区２ 公共施設地区 

地区の面積 約１．４ha 約２．０ha 約９．３ha 約２．３ha 約４．９ha 

建 築 物 等 の 用 途 の 制 限 

 次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。 

（１）一戸建ての住宅 

（２）長屋 

（３）建築基準法（昭和 25 年法律

第 201号。以下「法」という。）

別表第２（い）項第２号、第５

号及び第７号に掲げるもの 

（４）法別表第２（に）項第２号、

第３号、第５号及び第６号に掲げ

るもの 

 次の各号に掲げる建築物以外の

建築物は建築してはならない。 

（１）法別表第２（は）項第２号に

掲げるもの 

（２）法別表第２（に）項第３号に

掲げるもの 

（３）前各号の建築物に付属するも

の（令第 130 条の５の５各号に

掲げるものを除く） 

 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

（１）法別表第２（い）項第５号及び第７号に掲げるもの 

（２）法別表第２（に）項第２号から第６号まで及び第８号に掲げるも

の 

次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。 

（１）法別表第２（い）項第５号及

び第７号に掲げるもの 

（２）法別表第２（に）項第２号、

第４号から第６号及び第８号

に掲げるもの 

建 築 物 の 敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

５００㎡ 

ただし、土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 98 条の規定に

よる仮換地の指定又は同法第 103 条の規定による換地処分により、５０

０㎡未満となる場合は、この限りでない。 

１２０㎡ 

ただし、土地区画整理法第98条の規定による仮換地の指定又は同法

第103条の規定による換地処分により、１２０㎡未満となる場合は、こ

の限りでない。 

５００㎡ 

 

壁 面 の 位 置 の 制 限 

建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さが２ｍを超える門若しくは塀の面から道路境界線までの距離

は１ｍ以上でなければならない（駅前地区は道路境界線までの距離は２ｍ以上でなければならない）。ただし、

建築物又は建築物の部分がこの距離に満たない場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。 

（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であ

ること。 

 

建築物等の高さの最高限度  １２ｍ  

建 築 物 の 居 室 の 床 面 

の 高 さ の 最 低 限 度 
 ０．５ｍ  ０．５ｍ 

建 築 物 等 の 形 態 

又 は 意 匠 の 制 限 

（１）建築物の外観は、周辺の環境に調和したものとする。 

（２）建築物の外壁は、刺激的な色彩を広い面積にわたって用いないこととする。 

建築物の緑化率の最低限度 １０分の２ １０分の１ １０分の０．５ １０分の２．５ 

垣又はさくの構造の制限 道路（国道168号を除く。）に面して、垣又はさくを設置する場合は、生垣若しくは透視可能なものとし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。 

「区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置は計画図表示のとおり」 


